第５期藤井寺市地域福祉計画（案）（修正箇所抜粋）
追加資料

（２）包括的な支援体制の強化
	· 福祉の総合相談体制の構築
· 庁内関係課、関係機関との連携強化
· 相談員の資質の向上
· 重層的支援体制の確立　など


近年、高齢者のみの世帯の増加や、子どもの育児と親の介護が重なるダブルケア、ひきこもりの高齢化等による8050問題（9060問題）、家事や家族の世話などを子どもが日常的に行っているヤングケアラー、社会的孤立など、さまざまな状況が絡み合った課題が顕在化するようになりました。一方で、制度や施策の縦割りが地域の生活課題に対して横断的に取り組みづらい状況を作っているケースもみられます。
このような状況を踏まえ、国では令和３(2021)年４月に施行された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」により改正された社会福祉法において、地域共生社会の実現に向けて包括的な支援体制を構築することを目的に「属性を問わない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を柱に一体的に実施することとされました。
多様化・複雑化した課題を抱えた家庭等の問題を、それぞれの状況に即して具体的に対応していく必要がありますが、分野別の行政サービスのみでの対応は困難な状況であり、地域住民をはじめとする多様な主体との連携や横断的な取組が不可欠です。また、関係部署や団体等の個々の取組がつながることで、課題が解決できたり、より良い取組が生まれたりする等の効果も期待できます。身近な地域で関係団体等が連携・協働し、多機関協働による地域の課題を解決するための重層的支援体制を構築します。
そのためには、地域住民が抱える課題を迅速かつ適切に解決し、さまざまな相談に柔軟に対応できることが求められます。市民アンケート調査では、福祉に関する相談で困ったことの理由として「相談したい内容がいろいろな分野にまたがり１つの相談窓口では解決できなかった」の回答がみられました。自分だけでなく周囲に困ったことがあった場合にも、相談しやすく、多様な課題の解決につなぐことができるよう、既存の相談支援の取組も生かしながら、福祉の総合相談体制の構築を進めます。加えて、身近な相談先から専門相談機関までの連携を強化するとともに、研修等により相談員の資質を向上することで、市民の相談に対し包括的に支援する体制を整備します。
一方で、困っていても誰かに助けを求めたり、関係機関等に相談に行ったりすることができない人もいます。そうした人たちの現状を把握し、関係機関との情報共有を図りながら、適切な支援に結びつける取り組みを強化します。

行政の取組（公助）
	施策名
	施策内容

	包括的な相談体制の構築
	〇市民がどこに相談したらよいかわからないから相談できないといった事態を防ぐため、子育て・障害・介護の枠組みにとらわれない包括的な相談体制を構築します。
〇行政のあらゆる窓口において、本人や世帯の属性を問わず課題を受け止めることができるよう、職員の課題意識の向上を図る職員研修を行うなど、相談受付環境を整えます。
〇複合的な課題を抱えているために必要な支援が届いていない世帯や自ら相談することが難しい人などの情報を早期に把握するため、関係各課との情報共有体制の強化に取り組むとともに、社会福祉協議会をはじめとした民間事業者などとの連携・協働により、相談者の状況を包括的に捉え、必要な支援へとつなげていく体制を構築し、重層的支援体制の確立に向けて取り組みます。

	各種相談窓口の周知
	〇地域の身近な相談員である民生委員児童委員やＣＳＷ、専門機関などについて、市広報紙やホームページ、公式ＬＩＮＥ、ＳＮＳ等の多様な媒体を活用し、それぞれの媒体の特性を生かしながら周知を行います。

	訪問相談活動の推進
	〇妊産婦や乳幼児などのいる家庭を対象に訪問活動を行い、出産や育児などのさまざまな不安や悩みに対応して負担の軽減を図るとともに、子育てに関する情報の提供や必要なサービス利用について助言を行います。
○不安や悩みの内容に応じて必要な支援や事業につなぐことができるよう、研修等に参加するなど、相談員の対応力の向上を図ります。

	相談支援体制の連携強化
	〇複雑化・複合化する課題に対応するため、地域の身近な相談先である民生委員児童委員や市の各担当、専門相談機関の連携強化を図るとともに、相談支援体制のあり方について検討を進めます。

	多様な情報提供方法の活用
	〇広報紙やホームページ、ＳＮＳ、オンライン窓口等、情報の種類や年代等によって提供方法を工夫し、より効果的に情報を発信していきます。
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